
内
閣
衆
質
一
五
三
第
四
六
号

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
カ
ル
テ
・
レ
セ
プ
ト
開
示
進
捗
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

四

六

号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
カ
ル
テ
・
レ
セ
プ
ト
開
示
進
捗
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

診
療
報
酬
明
細
書
、
調
剤
報
酬
明
細
書
及
び
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
・
訪
問
看
護
療
養
費
明
細
書
（
以
下
「
診
療
報
酬
明

細
書
等
」
と
い
う
。
）
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
「
診
療
報
酬
明
細
書
等
の
被
保
険
者
へ
の
開
示
に
つ
い
て
」
（
平
成
九
年
六

月
二
十
五
日
付
け
老
企
第
六
十
四
号
・
保
発
第
八
十
二
号
・
庁
保
発
第
十
六
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
長
、
保
険
局
長
、

社
会
保
険
庁
運
営
部
長
通
知
。
以
下
「
九
年
通
知
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
保
険
者
に
対
し
、
被
保
険
者
か
ら
診
療
報
酬
明

細
書
等
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
人
が
傷
病
名
等
を
知

っ
た
と
し
て
も
本
人
の
診
療
上
支
障
が
生
じ
な
い
旨
を
保
険
医
療
機
関
等
に
確
認
し
た
上
で
開
示
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、

周
知
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
年
通
知
を
発
出
し
た
後
の
年
度
別
、
都
道
府
県
別
及
び
保
険
者
別
の
開
示
件
数
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
、
別
表
第

二
及
び
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
り
、
不
開
示
の
理
由
別
の
件
数
は
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

九
年
通
知
を
発
出
し
た
後
平
成
十
二
年
度
ま
で
の
間
で
は
、
開
示
請
求
に
係
る
診
療
報
酬
明
細
書
等
が
存
在
し
な
い
場
合

等
を
除
い
た
請
求
件
数
の
九
十
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
開
示
が
行
わ
れ
て
お
り
、
各
保
険
者
に
お
い
て
適
正
に
対
処

一



さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

労
災
保
険
に
お
け
る
診
療
費
請
求
内
訳
書
、
薬
剤
費
請
求
内
訳
書
及
び
労
災
保
険
訪
問
看
護
費
用
請
求
内
訳
書
（
以
下

「
診
療
費
請
求
内
訳
書
等
」
と
い
う
。
）
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
「
診
療
費
請
求
内
訳
書
等
の
被
災
労
働
者
等
へ
の
開
示
に

つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
一
月
五
日
付
け
基
発
第
九
百
六
十
二
号
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
、
都
道

府
県
労
働
局
に
お
い
て
、
被
災
労
働
者
等
か
ら
診
療
費
請
求
内
訳
書
等
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
診
療
報
酬
明
細

書
等
と
同
様
に
、
本
人
の
診
療
上
支
障
が
生
じ
な
い
旨
を
労
災
指
定
医
療
機
関
等
に
確
認
し
た
上
で
開
示
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

診
療
報
酬
明
細
書
等
の
開
示
請
求
後
に
、
診
療
報
酬
の
請
求
内
容
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
保
険
者
が
審

査
支
払
機
関
を
通
じ
て
保
険
医
療
機
関
等
に
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
返
戻
し
た
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
一
般
論
と
し
て
は
、
保
険
医
療
機
関
等
が
診
療
報
酬
の
請
求
内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
訂
正
を
行
っ
た
場
合
、

保
険
者
は
訂
正
後
の
真
正
な
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

二



一
の
（
�
）
に
つ
い
て

診
療
報
酬
明
細
書
に
は
調
剤
単
位
数
、
薬
剤
料
の
総
点
数
、
薬
剤
名
、
規
格
単
位
、
投
与
量
、
薬
剤
点
数
等
を
、
調
剤
報

酬
明
細
書
に
は
調
剤
数
量
、
薬
剤
料
、
医
薬
品
名
、
規
格
、
用
量
、
単
位
薬
剤
料
等
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
一
剤
一
日
分
の
薬
価
が
二
百
五
円
以
下
の
内
服
薬
等
に
つ
い
て
は
、
診
療
報
酬
及
び
調
剤
報
酬
（
以
下
「
診
療
報
酬

等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
事
務
の
負
担
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
、
診
療
報
酬
明
細
書
に
あ
っ
て
は
薬
剤
名
、
規
格
単
位
及
び

投
与
量
の
記
載
を
、
調
剤
報
酬
明
細
書
に
あ
っ
て
は
医
薬
品
名
、
規
格
及
び
用
量
の
記
載
を
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
取

扱
い
（
以
下
「
二
百
五
円
ル
ー
ル
」
と
い
う
。
）
と
し
て
い
る
。

平
成
十
二
年
社
会
医
療
診
療
行
為
別
調
査
に
よ
れ
ば
、
入
院
外
の
投
薬
及
び
注
射
に
お
い
て
、
二
百
五
円
ル
ー
ル
が
適
用

さ
れ
る
二
十
点
以
下
の
薬
剤
の
点
数
別
構
成
割
合
に
つ
い
て
診
療
報
酬
明
細
書
に
当
該
薬
剤
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か

否
か
に
よ
る
明
確
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
等
か
ら
、
二
百
五
円
ル
ー
ル
が
不
正
請
求
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
と
の
御

指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、保
険
医
療
機
関
等
の
医
事
会
計
の
電
子
計
算
処
理
の
進
ち
ょ
く
状
況
に
か
ん
が
み
、

診
療
報
酬
等
の
請
求
の
一
層
の
透
明
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
二
百
五
円
ル
ー
ル
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

三



平
成
八
年
か
ら
平
成
十
二
年
ま
で
の
社
会
医
療
診
療
行
為
別
調
査
に
よ
れ
ば
、
入
院
外
の
投
薬
に
お
け
る
薬
剤
名
無
記
載

の
薬
剤
の
構
成
割
合
は
、
平
成
八
年
は
三
十
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
九
年
は
四
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
年
は

五
十
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
一
年
は
四
十
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
二
年
は
五
十
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て

い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

保
険
医
療
機
関
等
が
医
療
費
明
細
書
そ
の
他
医
療
費
の
内
容
が
分
か
る
文
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
患
者
に
対

す
る
適
切
な
情
報
提
供
を
図
る
観
点
か
ら
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
平
成
十
二
年
三
月
に
は
、
保
険
医
療
機
関

等
に
対
し
て
、
医
療
費
の
内
容
が
分
か
る
領
収
証
の
交
付
に
努
め
る
よ
う
周
知
徹
底
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
国
立
病
院
等
財
務
会
計
・
管
理
会
計
シ
ス
テ
ム
等
検
討
会
は
、
国
立
病
院
及
び
国
立
療
養
所
が
独
立
行
政
法
人
に

移
行
し
た
場
合
に
お
け
る
会
計
シ
ス
テ
ム
、
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
等
に
関
す
る
検
討
を
行
う
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
御
指
摘
の
事
項
は
検
討
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
が
、
国
立
病
院
、
国
立
療
養
所
及
び
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
国
立
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
窓
口
で
医
療
費
明
細
書
等
の
交
付
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

四



二
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
一
月
一
日
以
降
の
国
立
病
院
等
に
お
け
る
診
療
記
録
の
病
院
別
、
請
求
者
別
、
診
療
科
目
別
及
び
月
別
の
開

示
件
数
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
五
、
別
表
第
六
、
別
表
第
七
及
び
別
表
第
八
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
立
病
院
等
に
お
い
て
診
療
記
録
の
開
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
六
月
に
策
定
し
た
「
国
立
病
院
等
に
お

け
る
診
療
情
報
の
提
供
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
き
、
国
立
病
院
等
の
長
が
、
副
院
長
、
医
長
、
看
護
部
長
等
を
構
成
員
と

す
る
診
療
録
等
開
示
委
員
会
か
ら
治
療
効
果
等
へ
の
悪
影
響
の
有
無
等
に
関
す
る
意
見
を
聴
取
し
、
当
該
意
見
に
基
づ
い
て

開
示
の
可
否
等
を
決
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
国
立
病
院
等
に
お
い
て
適
正
に
対
処
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
一
月
一
日
以
降
の
国
立
大
学
附
属
病
院
に
お
け
る
診
療
記
録
の
病
院
別
、
請
求
者
別
、
診
療
科
目
別
及
び
月

別
の
開
示
件
数
等
は
、
医
学
部
附
属
病
院
等
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
九
、
別
表
第
十
、
別
表
第
十
一
及
び
別
表
第
十

二
の
と
お
り
で
あ
り
、
歯
学
部
附
属
病
院
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
十
三
、
別
表
第
十
四
、
別
表
第
十
五
及
び
別
表
第

十
六
の
と
お
り
で
あ
る
。

五



国
立
大
学
附
属
病
院
に
お
い
て
診
療
記
録
の
開
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
各
国
立
大
学
附
属
病
院
の
診
療
情
報
提
供
に

関
す
る
規
程
等
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
附
属
病
院
の
長
が
、
診
療
情
報
委
員
会
等
か
ら
治
療
効
果
等
へ
の
悪
影
響
の
有
無
等

に
関
す
る
意
見
を
聴
取
し
、
当
該
意
見
に
基
づ
い
て
開
示
の
可
否
等
を
決
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
国
立
大
学
附
属

病
院
に
お
い
て
適
正
に
対
処
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

診
療
記
録
の
開
示
の
法
制
化
に
つ
い
て
は
、
医
療
審
議
会
に
お
い
て
平
成
十
一
年
七
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
中
間
報
告

を
踏
ま
え
、
今
後
の
患
者
の
側
の
認
識
及
び
意
向
の
推
移
、
医
療
従
事
者
の
側
の
自
主
的
な
取
組
並
び
に
診
療
情
報
の
提
供

及
び
診
療
記
録
の
開
示
に
つ
い
て
の
環
境
整
備
の
状
況
を
見
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

診
療
記
録
の
開
示
に
向
け
た
医
療
従
事
者
の
自
主
的
な
取
組
は
、
平
成
十
一
年
四
月
に
社
団
法
人
日
本
医
師
会
が
「
診
療

情
報
の
提
供
に
関
す
る
指
針
」
を
作
成
す
る
等
着
実
に
進
ん
で
い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
も
、
医
療
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
お
い
て
「
診
療
録
そ
の
他
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
に
係
る
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
」
を
医
業
等
に
関
し
て
広
告
で
き
る
事
項
に
追
加
す
る
な
ど
、
自
主
的
な
取
組
を
支
援
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六



今
後
は
、
こ
う
し
た
取
組
の
医
療
の
現
場
へ
の
普
及
及
び
定
着
の
状
況
等
を
見
つ
つ
、
診
療
記
録
の
開
示
の
法
制
化
に
つ

い
て
更
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

七
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